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平成 23 年３月期有価証券報告書に関する監査意見不表明に関するお知らせ 

 

平成23年３月期の有価証券報告書を提出するにあたり、会計監査人より添付される金融商品取引法

第193条の２第１項の規定に基づく監査について、「監査意見を表明しない」旨の監査報告書を受領い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、これに伴い当社株式は、株式会社大阪証

券取引所より監理銘柄（審査中）の指定を受ける見込みとなりましたことを併せてお知らせいたしま

す。 

 

１．背景および概要 

平成23年６月28日付「過去の決算修正に伴う平成23年３月期決算修正の可能性についてのお知ら

せ」にてお知らせしたとおり、当社は、平成22年３月期に計上した子会社に対するのれんの会計処

理（以下「本会計処理」という）の適否について協議してまいりましたが、最終的に会計監査人と

の間で、本会計処理についての意見が相違いたしました。 

また、平成 23 年３月期有価証券報告書の提出期限までの限られた期間内において、本会計処理の

適否についての結論を出すことが困難であると判断し、本会計処理について貸借対照表上に計上す

ることの適否が判断できないこととなったため、経営者確認書の作成及び会計監査人への提出が出

出来ませんでした。 

以上のことにより、会計監査人より金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査につ

いて、監査意見を表明しない旨の監査報告書を受領いたしました。 

従いまして、平成 23 年３月期有価証券報告書につきましては、会計監査人からの「意見不表明」

の監査報告書を付して、本日付で中国財務局に対して提出することとなりました。 

 

２．監査報告書の記載内容 

受領した監査報告書に記載された内容は以下のとおりであります。 

私たちは、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社塩見ホールディングスの平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日までの連結会計年度の連結財務諸表、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は

独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たち

に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積もりの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。 



   

 

記 

 私たちは、当該連結財務諸表に関する経営者確認書を入手できなかった。このため連結財務諸表の適正性を保証する

証拠が入手できず、連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。 

私たちは、上記の連結財務諸表が、上記の事項が連結財務諸表に与える影響の重要性に鑑み、我が国において一般に

公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社塩見ホールディングス及び連結子会社の平成 23 年３月 31

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ているかどうかについて意見を表明しない。 

 

追記情報 

 

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は営業損失及び経常損失を計上しており、継続性の前提

に疑義を生じさせる状況が存在しており、第三者割当増資による資金調達、金融機関への支援要請による金融債務の圧

縮等を計画しているが、計画通り進行しない可能性もあるため、現時点では継続企業の前提に関する不確実性が認めら

れる。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表には反

映されていない。 

 

会社と私たちとの間には、公認会計士法に規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

 

３．今後の展開 

 当社といたしましては、今回の監査法人の意見不表明に至った事由を早期に解消すべく、平成24

年３月期第１四半期報告書の提出期限である平成23年８月15日を目処として、速やかに本会計処理

の適否を判断したいと考えております。 

 

以上 


